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国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ
　誰でも「家族が毎日、健康で暮らしたい」と願うものです。しかし病気やけがをした時に安心して医
療が受けられるように「国民健康保険」があります。保険税を出し合い、必要な医療費などに充てる「相
互扶助制度」です。市内に住所があり、職場の健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入する
ことになります。

　　国保に加入するとき国保に加入するとき　　　　　　　　　 届出に必要な書類

　　　・子供が生まれたとき　　　　　　　　　　・国民健康保険証、印鑑、口座番号

　　　・職場の健康保険をやめたとき　　　　　　・退職証明書、印鑑

　　　・他市町村から転入したとき　　　　　　　・転出証明書、印鑑

　　　・外国籍の人が加入するとき　　　　　　　・外国人登録証明書

　　国保を喪失するとき国保を喪失するとき

　　　・職場の健康保険に加入したとき　　　　　・国民健康保険証　　

　　　　（被扶養者になったとき）　　　　　　　　　社会保険証、印鑑

　　　・他市町村へ転出するとき　　　　　　　　・国民健康保険証、印鑑

　　　・被保険者が死亡したとき　　　　　　　　・国民健康保険証、印鑑、口座番号

●　外国人研修生、実習生も国保、国民年金の加入・喪失届をしてください

　国保の加入・喪失

　外国人で在留期間が１年以上の方は、入国日から国民健康保険へ加入することになります。また、在
留期間が６ヶ月の方は次回以降の更新時に１年以上の在留期間になったときに加入することになります。
研修生専用の任意保険に加入していれば国保への加入はしなくて良いと考えられますが、国保加入資格
のある方は加入義務となります。外国人登録の際に忘れずに手続きをしてください。また、国保税の算
出するために所得を申告してください。申告をしないと、税の軽減対象にはなりません。帰国する際は
喪失届をしてください。喪失届をしないと国保税が課税されたままになってしまいます。

　国民年金の加入・喪失

　外国人で２０歳以上の方は国民年金への加入義務があります。加入して、保険料の免除申請をしてい
ただき、該当すれば保険料は免除されます。申告をしていないと保険料の免除が受けられなくなります
ので、入国した翌年の１月 1日現在、市内に在住している方は申告をしてください。帰国する際は喪失
届をしてください。

問合せ　国保年金課（玉造庁舎）　国保年金グループ　☎　0299-55-0111

地域の環境保全・緑化活動の紹介及び募集地域の環境保全・緑化活動の紹介及び募集
　行方市では、ゴミのポイ捨てや不法投棄をなくし、森林整備や緑化意識の啓蒙普及を目的に、環境保

全行方市民会議と行方市緑化推進協議会が共催で事業を進めています。あなたの素敵な発表や提案で、

自然や緑を皆さんとともに保全し、美しい行方市をアピールすることに貢献してみませんか ･･･。

　主　　催：環境保全行方市民会議・行方市緑化推進協議会

　開催期間：平成２０年５月１日～２１年３月３１日

　募集内容：自宅庭先などの紹介、地域の森林の整備等、

　　　　　　学校・地域や職場の環境保全・緑化活動

　表　　彰：環境保全行方市民会議総会時（平成２１年５月）

　　　　　　賞品、参加賞等有

＊知っている活動情報等を紹介してください

　申 込 先：環境課（北浦庁舎）☎ 0291-35-2111  FAX0291-35-3258

　そ の 他：市報や行方市ＨＰで応募者の活動等を紹介していきます

　

５月は１年の中でも、もっともお花がきれい
に咲き乱れる時期です。人々はこのお花や緑か

ら元気をもらい潤いのある生活ができるのです。まず
は、自宅の軒先にプランターを１つきれいに寄せ植えし
ただけでも気分が変わり、気持ちよく過ごせます。
　道際のおうちの方はちょっとだけでも道沿いにお花を
植えていただくと、フラワーロードに貢献していただ
けます。毎日のお米のとぎ汁は植物へ・・
＊市民会議　今年の環境保全スローガン
（木や花を育て花いっぱいのまちづくり

に貢献しよう）
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行
方
市
で
は
、
ご
み
の
減
量

化
・
再
資
源
化
を
推
進
す
る
た
め

に
、
資
源
ご
み
の
集
団
回
収
奨
励

金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
子
供
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
等
の
団

体
が
、
古
新
聞
や
ダ
ン
ボ
ー
ル
・

ビ
ン
な
ど
の
資
源
ご
み
を
集
め
て
、

回
収
業
者
に
売
り
払
う
と
、
そ
の

と
き
の
回
収
量
に
応
じ
た
奨
励
金

（
上
限
２
７
，
０
０
０
円
）
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

　

あ
な
た
の
地
域
で
も
環
境
に
や

さ
し
い
街
づ
く
り
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
！

１
．
団
体
申
込
受
付
＆
説
明
会
日
時

　
　

５
月
21
日
（
水
）

　
　

午
後
７
時
〜

　

接
遇
・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
を
取

り
入
れ
実
践
形
式
で
行
い
ま
す

◆
日
時　

５
月
20
日
（
火
）

受
付　

12
時
30
分
〜
・
研
修
会　

13
時
〜
16
時
30
分
（
希
望
の
方
の

み
補
習
授
業
有
）

◆
場
所　

鹿
嶋
商
工
会
館
２
階

◆
募
集
人
数　

１
０
０
名

◆
会
費　

ユ
ー
ザ
協
会
会
員
無
料
・

非
会
員　

一
人
３
，
０
０
０
円
（
当

日
払
い
）

◆
申
込
方
法　

事
業
所
名
、住
所
、

連
絡
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
、
参
加

者
名
、
明
記
の
上
、
左
記
申
込
先

へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
付

◆
締
切　

５
月
15
日
（
木
）
定
員

に
な
り
次
第
締
切

◆
そ
の
他　

続
編
ク
レ
ー
ム
応
対

研
修
実
施
予
定
（
９
月
上
旬
）

　
　

日
本
電
信
電
話
ユ
ー
ザ
協
会

事
務
局　

担
当　

杉
山

　

☎　

０
２
９
９-

８
５-

２
８
９
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９
９-

８
３-

４
０
５
７

◆
対
象
者　

母
子
家
庭
及
び
寡
婦

◆
募
集
定
員　

30
名

◆
受
講
期
間　

６
月
29
日
〜
11
月

30
日
（
土
日
18
日
間　

平
日
４
日

間
）

◆
講
習
会
場　

県
立
母
子
の
家
母

子
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
水
戸
市
八
幡

町
１
１-

５
２
）

◆
託
児
所　

有
り（
２
歳
未
満
は
、

対
象
外
）
＊
所
得
に
応
じ
個
人
負

担
有
）

◆
受
講
料　

無
料
（
所
得
に
応
じ

交
通
費
を
支
給
）
但
し
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
行
事
用
保
険
料
及
び
細
菌

検
査
料
は
自
己
負
担

◆
申
込
締
切　

５
月
23
日
（
金
）

　
　

行
方
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎　

 

０
２
９
９-

３
６-

２
０
２
０

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
９
９-

５
５-

４
５
４
５

　

行
方
市
の
美
し
い
自
然
を
ア

ピ
ー
ル
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
と
魅

力
あ
る
写
真
を
募
集
し
ま
す
！

◆
部
門
①
『
行
方
市
の
美
し
い
自

然
再
発
見
』・
・
感
動
を
伝
え
、

環
境
意
識
の
高
揚
を
図
れ
る
作
品

（
自
宅
の
庭
先
、行
方
市
の
花
・
木
・

鳥
な
ど
を
含
む
）
②
『
人
（
笑
顔

市
報
４
月
号
で
掲
載
し
ま
し
た

『
犬
・
猫
の
避
妊
、
去
勢
手
術

の
補
助
金
の
ご
案
内
』
に
つ
い

て
以
下
の
と
お
り
訂
正
し
て
お

詫
び
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

□
訂
正
前

　

申
込
先

　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

総
合
窓
口
課
（
麻
生
・
北
浦
庁
舎
）

□
訂
正
後

　

申
込
先

　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

総
合
窓
口
課
（
麻
生
・
玉
造
庁
舎
）

２
．
場
所

　
　

北
浦
庁
舎　

２
階
大
会
議
室

３
．
持
参
品

代
表
者
印
鑑
、
支
払
先
口
座

番
号
控
（
郵
便
局
除
く
）

　
　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

☎　

０
２
９
１-

３
５-

２
１
１
１

み
ん
な
で
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か

等
）、
動
物
、
小
さ
な
命
』・
・
あ

な
た
の
日
常
生
活
の
中
で
見
つ
け

た
感
動
あ
る
作
品

◆
応
募
方
法　

応
募
票（
環
境
課
・

各
庁
舎
総
合
窓
口
課
、
公
民
館
等

ま
た
は
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
応
募
作
品
の
裏
面
に
貼

り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
応
募
規
定　

行
方
市
に
居
住
・

在
勤
の
方
（
締
切
11
月
28
日
）『
一

般
（
高
校
生
以
上
）』
４
ツ
切
り
、

ワ
イ
ド
４
ツ
切
り
可
、
デ
ジ
タ
ル

可
『
女
性
の
部
』
一
般
の
部
と
同

様
『
小
・
中
学
生
』
２
Ｌ
サ
イ
ズ
・

デ
ジ
タ
ル
可

　
　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

☎　

０
２
９
１-

３
５-

２
１
１
１

▽
お
詫
び
と
訂
正

資
源
ご
み
団
体
回
収
奨
励
金

資
源
ご
み
団
体
回
収
奨
励
金

制
度
の
お
知
ら
せ

制
度
の
お
知
ら
せ

新
入
社
員
等
マ
ナ
ー
研
修
会

新
入
社
員
等
マ
ナ
ー
研
修
会

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
講
習
会
の
開
催

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
講
習
会
の
開
催

第
３
回
な
め
が
た
環
境
保
全

第
３
回
な
め
が
た
環
境
保
全

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集


